
単品スライド条項運用マニュアル

令和８年３月

受発注者向け 手順書



適用の要件

単品スライド適用の必須条件

1. 変動額の判定
品目毎の変動額が請負代金額の を超えていること。
（運用マニュアル ）

（品目毎とは右の表の品目の赤枠ごとに分けること）

2. 工期の要件
請求を行う時点で、残工期が ヶ月以上あること。（運用マニュアル ）

【算定式】スライド額 = [変動額] - [請負代金の1/100]
変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。
ただし、購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、適当と認められる場合にあたっては、
実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする。
※実勢価格に基づき算出した額･･･発注者が積算する額（物価資料等の価格）



証明書類の準備

実際の購入価格が適当な購入金額を証明するために必要な書類

書類の種類 役割

納品書 搬入時期・数量の特定

請求書・領収書 実際の購入価格の証明

見積書（購入先を除く2社以上） 購入価格の妥当性の確認

※書類が不十分な場合、実勢価格（県設定単価・物価資料）での算定となり、実際の支出額をカバーできない場合があります。



請求から契約までの流れ

手続きスケジュール（イメージ）

①請求：受注者 → 発注者（工期末2ヶ月前まで）

②通知：発注者から協議開始の連絡（7日以内）

③協議：必要書類の提出、スライド額の確認

④契約：変更契約の締結（工期末まで）

早めに監督員へ意向を伝えることで、後の手続きがスムーズになります。

関連様式：様式１ 様式1-1

関連様式：様式2

関連様式：様式3 様式3-1.2.3 様式4
様式5 様式5-1

関連様式：様式6

①

②

③

④



手続きのタイミングと必要書類

提出様式とその期限

提出期限 提出様式 備考

工期末の2ヶ月前まで 様式1（請求書）受注者→発注者
様式1-1（概算計算書）受注者→発注者

残工期2ヶ月必須

請求から7日以内 様式2 発注者→受注者

協議開始日を目処に 様式3（計算書）受注者→発注者
様式3-1, 2 ,3（証明書）受注者→発注者

請求書等を添付

工期末まで 様式6 発注者→受注者



実施フロー

請求（ステップ１）

通知（ステップ２）

協議（ステップ3）

契約（ステップ4）



【詳細】請求（ステップ1）

単品スライド請求日に提出する書類

提出書類：様式1 および 様式1-1

：スライド適用の意思表示を行う書類

様式1（請負代金額の変更請求について）

：現時点での変動額が1%を超えていることを「概算」で示す書類

様式1-1（請負代金額変更請求概算額計算書）

この段階では「正確な1円単位の数字」よりも

「請負代金額の1%を超えていること」「どの材料が対象か」を明確にすることが優先されます。

運用のポイント：

工期末の２ヶ月前までに請求すること。



様式1



様式1-1



【詳細】通知（ステップ2）

単品スライド請求日から7日までに通知または受領する書類

受領書類：様式2

様式２（工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始日について）

：スライド額協議開始日を通知する書類

※請求日から7日以内に発注者より通知されるため、受注者は受領する
（スライド額協議開始日の確認）

スライド額協議開始日は工期末の45日前以上を確保すること



様式2



【詳細】協議（ステップ3）

スライド協議開始日を目処に受注者が提出する書類

提出書類：様式3および様式3-1,2,3

様式3（請負代金額変更請求額計算書）

：精査後の確定したスライド請求額を示す書類

様式3-1（対象材料計算総括表）

：燃料油など、使用時期・数量を細かく整理する書類

様式3-2,3（各種資機材の材料証明書,運賃総括表）

：実際の購入価格や運賃などの内訳を証明する書類

添付必須：納品書、請求書、領収書の写しなど、第三者が客観的に金額を確認できる
証拠書類を必ず揃えてください。

スライド額協議開始日からスライド額決定（様式６）までの期間は１４日以内



様式3



様式3-1



様式3-2



様式3-3



【詳細】契約（ステップ4）

変更契約までに発注者から受注者へ協議を行う書類

協議書類：様式4、様式4-1、様式5、様式5-1および様式6

様式4、4-1（スライド変更等協議書、内訳書）

：対象品目、規格、数量を決めた際に必要に応じて使用する

様式5、5-1（スライド調書、計算書）

：スライド額を算定するための調書および計算書

様式6（工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更について）

：スライド額を確定するために交わす書類

様式5、5-1は受領しなくてもよい発注者側の書類
受注者は様式6を受領後、異存がなければ変更契約書を提出する（単品スライド成立）
スライド額協議開始日からスライド額決定（様式６）までの期間は１４日以内



様式4



様式4-1



様式5



様式5-1



様式6



【参考】 （運用マニュアルP43 5-1）



【参考】 運用マニュアルP50



【参考】 運用マニュアルP51


